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公契約に係る基本方針を定め、公契約に係る品質の確保と労働者の適正な

労働環境の確保を図ることで、地域経済の発展及び町民の福祉の増進に寄与

することを目的とします。 

 
 

条例における用語の定義は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

公契約条例の目的を達成するに当たり、次の４つの項目を基本方針とします。 

●公契約を締結するまでの過程で、公正性、透明性及び競争性を確保すること。 

●公契約の適正な履行及び良好な品質を確保すること。 

●労働者の適正な労働環境の確保に配慮すること。 

●地域経済の発展に配慮すること。 

  

公契約 
町が締結する売買、賃借、請負その他の契約、指定管理の

協定 

受注者等 
公契約を締結した者 

※下請負者（再委託業者）も含まれます。 

労働者 

受注者等に雇用されるか若しくは自ら労力を提供し（一人 

親方等）、公契約に係る事業に従事する者 

※ 下請負者（再委託業者）として従事する者を含みます。た

だし、同居の親族のみを使用する事業又は事業所に使用さ

れる者は該当しません。 

東郷町公契約条例の手引き 

１ 条例の目的 

３ 条例の基本方針 

２ 用語の定義 
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●入札・契約制度における公正性・透明性・競争性の確保を図ります。 

●適正な予定価格等の算出を行い、適正な時期に合理的な規模で公契約を締結

します。 

●地域経済の発展を図るため、町内事業者から見積を徴取する等、町内事業者 

を活用します。 

●特定公契約の受注者等に対して、労働条件の確保についての報告（労働条件報

告書の提出）を求めます。 

●条例を適切に運用するため、必要に応じて関係団体への意見聴取等を行いま

す。 

 

●公契約を締結する社会的責任を自覚し、法令を遵守してください。 

●労働者の適正な労働環境を確保してください。 

●公契約に係る町の取組に協力するよう努めてください。 

●下請負者を選定するときや資材等を調達するときは、町内事業者の活用に努め

てください。 

●事業の適正な履行体制及び良好な品質を確保し、労務費その他の経費を適正に

積算してください。 

●特定公契約を受注した場合は、労働条件報告書を提出してください。 

 

 
 

下記の契約及び協定を特定公契約とし、労働条件報告書の提出を受注者等に

求めます。特定公契約では、労働者が安心して働くことができるよう、労働関

係法令の遵守を労働条件報告書により確認します。（下請負者を含む） 
 

６ 特定公契約の適用範囲 

 

《特定公契約となるもの》 

●予定価格が3,000万円以上の工事の請負契約 

●予定価格が1,000万円以上（年額）の業務の委託契約 

ただし、以下の契約を除きます。 

・賃貸借契約、単価契約、国・地方公共団体・財政援助団体との契約 

●予定価格が1,000万円以上（年額）の指定管理に基づく協定 

４ 町が行うこと 

５ 受注者等が行うこと 
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※契約方法（一般競争入札、指名競争入札、随意契約等）に関わらず対

象となります。 

※予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を含む金額です。 

※長期継続契約など、特定公契約の期間が１年を超える場合は、予定価

格を契約月数で除して得た額に１２を乗じた額とし、指定管理協定の

場合は、当該協定の年額とします。 

※特定公契約となる案件については、特定公契約に該当すること、労働

条件報告書の提出を求めることを入札の公告、指名通知書、見積徴取

通知書等に記載し、あらかじめ事業者に通知します。 

 

特定公契約の受注者（元請）は、「労働条件報告書」を作成し、契約（協

定）締結後遅滞なく、事業を所管する課へ提出してください。 

なお、受注者が事業の一部を第三者に請け負わせ又は委託するときは、当

該第三者が「労働条件報告書」を作成し、当該第三者との契約締結後遅滞な

く、受注者が事業を所管する課へ提出してください。 

※受注者は、下請負者にも特定公契約に該当し、条例の適用を受ける旨を

周知してください。 

※受注者は、契約期間が１年以上となる特定公契約については、契約等締

結日から起算して１年を経過するごとに、「労働条件報告書」を、事業

を所管する課へ提出してください。 

 

町は、事業の品質を確保するため、公契約の履行体制の調査や改善措置を

講じる旨の指導を行うことがあります。 

その他、町は提出された労働条件報告書について必要があると認めるとき

は、受注者等に対し、関係書類の提出を求めたり、聞き取り等の調査を行い

ます。報告や調査の結果によっては、改善を求める指導を行います。 

次のときには、受注者等の名称や内容等を公表することがあります。 

●労働条件報告書を提出しないとき。 

●受注者等が関係書類の提出や聞き取り等の調査を拒否したとき。 

●改善指導に応じないとき。    

７ 労働条件報告書の提出 

８ 調査・指導・公表 
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様式第２ 

労 働 条 件 報 告 書 
 

年  月  日 

東郷町長 殿 

 

所 在 地                              

商号又は名称                             

代表者氏名              印  

担当者・連絡先 

 

労働条件の確保についての報告に関する特約条項第２条に基づき下記のとおり提出します｡ 

記 

契約（協定）名  

路線等の名称  

 

区 分 項  目 回 答 

総 則 
１ 労働契約・雇用契約の締結に際し、労働者に対して賃金、就業日、就業時

間、時間外労働などの労働条件を文書で明示していますか。 

 

就業規則 
２ 就業規則を作成し、労働基準監督署に届出されていますか。また、法令に

従った方法で周知していますか。（事業場単位で労働者が１０人以上いる場

合に限る。） 

 

労使協定 
３ 労働基準法第３６条に基づく時間外及び休日労働に関する労使協定（３６

協定）が労働基準監督署に届出されていますか。 

 

法定帳簿 ４ 法定三帳簿（労働者名簿、賃金台帳及び出勤簿）が整備されていますか。 
 

労働時間 
５ 労働者が働いた実際の労働時間を把握し、記録していますか。 

 

６ 法定の年次有給休暇を付与していますか。 
 

賃 金 

７ 賃金台帳等に基づいた適正な計算により賃金が支払われていますか。 
 

８ 時間外、休日等に労働させた場合、法令どおり割増賃金を支払っています

か。 

 

９ 賃金について、通貨で全額を、労働者に直接、毎月１回以上、一定期日を

定めて支払っていますか。 

 

１０ 愛知県の地域別最低賃金以上の賃金を支払っていますか。 
 

安全衛生 

１１ 法令に基づく安全衛生管理体制は、整っていますか。 
 

１２ 労働安全衛生法に基づく健康診断を雇入れ時及びその後１年に１回、定

期的に実施していますか。 

 

各種保険 １３ 労働保険の加入及び社会保険の加入等の手続を行っていますか。 
 

注 「回答」欄には、はいの場合は「○」、いいえの場合は「×」、該当しない場合は「－」を記入して 

ください。 
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労働条件報告書の根拠法令等 
 

＜総則＞労働基準法第1 5条第１項、労働基準法施行規則第５条第１項 

１ 「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しな

ければならない。」とされ、明示すべき事項は、施行規則で定められています。 

＜就業規則＞労働基準法第8 9条及び第1 0 6条 

２ 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け

出ることとされています。また、就業規則は、作業場への指示、備え付け又は書面の交付等に

より、労働者に周知することとされています。 

＜労使協定＞労働基準法第3 6条 

３ 法定労務時間を超えて労働する場合や法定休日に労働する場合は、前もって使用者が労働者

代表と３６協定を締結して、労働基準監督署に届け出ることが必要です。 

＜法定帳簿＞労働基準法第1 0 7条及び第1 0 8条、労働基準法施行規則第5 4条等 

４ 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿を備え、それぞれにおいて、定められた事項の記載をするこ

とが必要です。 

＜労働時間＞労働基準法第3 2条、第3 3条、第3 4条及び第3 9条 

５ 使用者は、労働時間を適切に管理する責務を有しています。 

６ 労働者が６か月間継続勤務し、全労働日の８割以上出勤した場合は、有給休暇を与えなけれ

ばなりません。 

＜賃金＞労働基準法第2 4条及び第3 7条、労働基準法施行規則第5 4条、最低賃金法第９条 

７ 賃金台帳等に記載された労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、休日労働時間数などか

ら、適正に賃金計算を行い、支払わなければなりません。 

８ １日８時間、１週40時間を法定労働時間と定め（特例有）、これを超えて労働させる場合、通常

の賃金の２割５分以上の割増賃金を支払う必要があります。また、休日や深夜に労働させる場合

には、割増賃金を支払う必要があります。 

９ 賃金は、①通貨で、②直接労働者に、③全額を、④毎月１回以上、⑤一定の期日を定めて支払うこ

ととされています。 

10 地域別最低賃金とは、最低賃金法第９条に定められている賃金のことです。 

＜安全衛生＞労働安全衛生法第３章、及び第6 6条、労働安全衛生規則第4 3条及び第4 4条 

11 一定規模以上の事業場では、「総括安全衛生管理者」、「安全管理者」、「衛生管理者」を配置するこ

ととし、「安全衛生委員会」を設置することが義務付けられています。また、常時50人以上の労働者を使

用する事業場では、産業医の選任が義務付けられています。 

12 事業主は、労働者に対して雇入れする時及びその後１年以内ごとに１回、健康診断を実施し

なければなりません。 

＜各種保険＞厚生年金保険法、健康保険法、労働者災害補償保険法、雇用保険法 

13 労働保険及び社会保険とは、厚生年金保険、健康保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の

ことです。



 
 

東郷町公契約条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、公契約に係る基本方針を定め、町及び受注者等の責務を明らかにすることによ

り、公契約の品質及び適正な労働環境の確保を図り、もって地域経済の発展及び町民の福祉の増

進に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 公契約 町が締結する売買、賃借、請負その他の契約及び東郷町公の施設の指定管理者の指

定手続等に関する条例（平成１５年東郷町条例第１７号）第６条の規定により締結する協定を

いう。 

⑵ 受注者 町と公契約を締結する者をいう。 

⑶ 下請負者 下請、再委託その他いかなる名義をもってするかを問わず、受注者その他の町以

外の者から公契約に係る事業の一部を請け負い、又は受託する者をいう。 

⑷ 受注者等 次に掲げる者をいう。 

ア 受注者 

イ 下請負者 

ウ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法

律第８８号）の規定により受注者又は下請負者へ労働者を派遣する者 

⑸ 労働者 次に掲げる者をいう。 

ア 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第９条に規定する労働者であって、受注者等に使

用され、公契約に係る事業に従事するもの。ただし、同居の親族のみを使用する事業又は事

務所に使用される者及び家事使用人を除く。 

イ 自らが提供する労務の対償を得るために公契約に係る事業を請け負い、又は受託する者 

（基本方針） 

第３条 公契約に係る基本方針は、次のとおりとする。 

⑴ 公契約を締結するまでの過程において、公正性、透明性及び競争性の確保を図ること。 

⑵ 公契約の適正な履行及び良好な品質の確保を図ること。 

⑶ 労働者の適正な労働環境の確保に配慮すること。 

⑷ 地域経済の発展に配慮すること。 

 （町の責務） 

第４条 町は、この条例の目的を達成するため、適正な公契約に関する取組を総合的に実施するも

のとする。 

 （受注者等の責務） 

第５条 受注者等は、公契約に携わる者としての社会的な責任を自覚し、法令を遵守しなければな

らない。 

２ 受注者等は、労働者の適正な労働環境を確保するものとする。 

３ 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとすると

きは、下請負者と対等な立場における合意に基づいた適正なものとしなければならない。 

４ 受注者等は、町が実施する公契約に関する取組に協力するものとする。 

 （公契約の適正化） 

第６条 町は、公契約の締結に当たっては、その性質及び目的を踏まえた適正な契約方法を採用す

るとともに、公正な競争の下で行うものとする。 

２ 町は、公契約の適正な履行を確保するため、適正な価格、品質、納期その他の契約条件を定め

るものとする。 

３ 町は、公契約の予定価格を定めるに当たっては、市場における取引の実例価格、需給の状況及

び経済社会情勢の変化等を考慮し、適正に積算するものとする。 

４ 受注者等は、公契約の適正な履行が確保できるよう、労務費その他の経費を適正に積算するも

のとする。  



 
 

 

５ 町は、公契約に係る事業の重要性、緊急性及び効率性を考慮し、適正な時期に適切かつ合理的

な規模で公契約を締結するものとする。 

（町内事業者の活用） 

第７条 町は、予算の適正かつ効率的な執行に留意するとともに、地域経済の健全な発展に配慮

し、町内に事務所又は事業所を有する事業者（以下「町内事業者」という。）の活用に努めるも

のとする。 

２ 受注者等は、下請負者を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の健全な発展

に配慮し、町内事業者の積極的な活用に努めるものとする。 

（適正な履行の確保） 

第８条 受注者等は、公契約を履行するに当たっては、適正な履行体制及び良好な品質を確保する

ものとする。 

２ 町長は、必要があると認めるときは、受注者等に対し、前項の履行体制について調査を行うこ

とができる。 

３ 町長は、前項の調査の結果、必要があると認めるときは、受注者等に対し、改善措置を講じる

べき旨の指導を行うことができる。 

 （適正な労働条件の確保） 

第９条 受注者等は、労働基準法、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）その他関係法令を遵

守し、労働者の適正な労働条件を確保するものとする。 

２ 町長は、規則で定める公契約について、当該公契約の受注者等に対し、前項に規定する労働条

件の確保についての報告を求め、又は調査を行うことができる。 

３ 町長は、受注者等が前項の報告の求め若しくは調査に応じないとき、又は前項の報告若しくは

調査の結果適正な労働条件が確保されていないと認めるときは、受注者等に対し、改善措置を講

じるべき旨の指導を行うことができる。 

 （公表） 

第１０条 町長は、前条の指導の結果、必要があると認めるときは、公契約に関する制度の適正な

運用を図るために行った指導の状況を公表するものとする。 

 （意見聴取等） 

第１１条 町は、公契約に関する制度の適正な運用を図るため必要があると認めるときは、関係団

体の意見聴取等を行うものとする。 

（委任） 

第１２条 この条例に定めるもののほか、公契約に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第９条第２項及び第３項並びに第１０

条の規定は、令和２年１０月１日から施行する。 

２ 第９条第２項及び第３項並びに第１０条の規定は、令和２年１０月１日以後に締結される第９

条第２項に規定する公契約について適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【お問い合わせ先】    東郷町総務部総務財政課 

電話 ０５６１－３８－３１１２ 

             ０５６１－３８－０００１ 

 


